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１．基本方針 

本計画は、供給する水が水道水質基準に適合し、安全であることを確認するために行う水質

検査として、主に水道法施行規則第１５条の規定に基づく、平成２３年度の「定期及び臨時の

水質検査」の内容を示すものです。 

（１）検査地点 

水質基準の適用される原水及び浄水とします。 

（２）検査項目 

水道法で定められた水質基準項目、検査することが望ましいとされている水質管理目

標設定項目、及び供給されている水道水がより安全で良質であることを確認するために

独自に行う項目とします。 

 

（参考１）水質基準項目 

「水質基準に関する省令（平成１５年厚生労働省令第１０１号）」に規定する項目

で、水道水の飲用に係る安全性及び水道水の利用上や機能上の障害を考慮した５０

項目について、それぞれの基準値が設定されています。 

（参考２）水質管理目標設定項目 

厚生労働省通達により、「浄水中に一定の検出実績はあるが、毒性の評価が暫定的

であるため水質基準とされなかったもの、または、現在まで浄水中では水質基準と

する必要があるような濃度で検出されていないが、今後、当該濃度を超えて浄水中

で検出される可能性があるもの等、水質管理上、留意すべきものである」として示

された項目で、２７項目（うち１項目は農薬類で１０２項目）について目標値が設

定されています。 

（参考３）独自項目 

安全で安心できる水道水を供給するために、市が独自に判断し検査する項目です。 

（３）検査回数 

浄水では、水道法に基づき色、濁り、残留塩素の検査（水道法施行規則第１５条第１

項の第一号）は、１日１回行います。また、水道法に基づき一般細菌、有機物、味、臭

気、及び濁度等の検査（水道法施行規則第１５条第１項の第二号）は、月１回行います。 

その他の検査項目については、水道法で定められた回数の検査項目とします。 



 

 

２．水道事業の概要 

上水道事業 

（１）松任給水区（平成２１年度） 

計画給水人口        ５８，０５０人 

計 画 給 水 量        ４１，９５３㎥／日 

公称施設能力        ３９，７８３㎥／日 

現在給水人口        ４５，６９０人 

１日最大給水量 ２０，０３８㎥／日 

（２）美川給水区（平成２１年度） 

計画給水人口        １４，０００人 

計 画 給 水 量        ９，１００㎥／日 

公称施設能力        ９，１００㎥／日 

現在給水人口        １３，３７９人 

１日最大給水量        ３，９８６㎥／日 

（３）鶴来給水区（平成２１年度） 

計画給水人口        ２５，０００人 

計 画 給 水 量        １１，７００㎥／日 

公称施設能力        １１，７００㎥／日 

現在給水人口        ２２，７６４人 

１日最大給水量        ９，１１２㎥／日 

簡易水道事業 

（１）松任地域（平成２１年度） 

項   目 西南部簡易水道 山島台簡易水道 みずほ簡易水道 

計画給水人口        ４，０５０人 ２,０００人 ２，０００人 

計 画 給 水 量        ２，５９９㎥／日 １，１０４㎥／日 ７５０㎥／日 

公称施設能力        ４，４３５㎥／日 １，１０４㎥／日 ７５０㎥／日 

現在給水人口        ３，４４８人 １，６６０人 １，２４５人 

１日最大給水量        １，４０５㎥／日 ５８６㎥／日 ４１２㎥／日 

（２）河内地域（平成２１年度） 

項   目 河内簡易水道 直海谷簡易水道 

計画給水人口        １，４７０人 １４６人 

計 画 給 水 量        ６６９㎥／日 ５４．７５㎥／日 

公称施設能力        ６６９㎥／日 ５５㎥／日 

現在給水人口        ８８３人 １２８人 

１日最大給水量        ３７３㎥／日 １２㎥／日 

 



 

 

（３）吉野谷地域（平成２１年度） 

項   目 市原簡易水道 中宮簡易水道 

計画給水人口        １，３００人 １９８人 

計 画 給 水 量        １，０５０㎥／日 ３３０㎥／日 

公称施設能力        ９２０㎥／日 ３３０㎥／日 

現在給水人口        １，１３６人 １２３人 

１日最大給水量        ８０５㎥／日 ２５２㎥／日 

（４）鳥越地域（平成２１年度） 

項   目 杉森簡易水道 神子清水簡易水道 左礫簡易水道 

計画給水人口        １５０人 １４０人 ２００人 

計 画 給 水 量        ２３㎥／日 ３５㎥／日 ３０㎥／日 

公称施設能力        ２３㎥／日 ３５㎥／日 ３０㎥／日 

現在給水人口        １０７人 ８４人 ２７人 

１日最大給水量        ２３㎥／日 ３５㎥／日 ４０㎥／日 

 

項   目 阿手簡易水道 相滝簡易水道 吉原簡易水道 

計画給水人口        ３００人 １１０人 ６５０人 

計 画 給 水 量        ４５㎥／日 ３３㎥／日 ２３５㎥／日 

公称施設能力        ４５㎥／日 ３３㎥／日 ２３５㎥／日 

現在給水人口        ２３人 ８５人 ６４３人 

１日最大給水量        ０㎥／日 ３３㎥／日 ２３５㎥／日 

 

項   目 河原山簡易水道 城山簡易水道 下野簡易水道 

計画給水人口        ２４７人 ２，０７０人 ２００人 

計 画 給 水 量        ４９㎥／日 １，１９５㎥／日 ３０㎥／日 

公称施設能力        ４９㎥／日 １，１９５㎥／日 ３０㎥／日 

現在給水人口        １５８人 １，５２１人 １６９人 

１日最大給水量        ４９㎥／日 １，１９５㎥／日 ３０㎥／日 

 

項   目 三坂簡易水道 

計画給水人口        １３０人 

計 画 給 水 量        ３９㎥／日 

公称施設能力        ３９㎥／日 

現在給水人口        １０７人 

１日最大給水量        ３９㎥／日 

 



 

 

（５）尾口地域（平成２１年度） 

項   目 瀬女簡易水道 一里野簡易水道 

計画給水人口        ５８０人 ２１０人 

計 画 給 水 量        １，２３５㎥／日 １，０１８㎥／日 

公称施設能力        １，２３５㎥／日 １，０１８㎥／日 

現在給水人口        ３８１人 １６７人 

１日最大給水量        ３９４㎥／日 ２８３㎥／日 

（６）白峰地域（平成２１年度） 

項   目 白峰簡易水道 

計画給水人口        １，２２０人 

計 画 給 水 量        １，５２０㎥／日 

公称施設能力        １，５２０㎥／日 

現在給水人口        １，０４８人 

１日最大給水量        ６４１㎥／日 



 

 

３．水道施設の状況 

 

上水道事業 

（１）松任給水区 

 

施 設 項 目 内 容 

中央配水場 

取水施設 

 

 

 

 

 

 

 

滅菌施設 

配水池 

 

 

配水ポンプ 

 

 

 

自家発電施設 

地下水を配水 

１号 φ300×117ｍ：φ125×2.1 ㎥/分×26kW（S38） 

２号 φ450×150ｍ：φ150×3.34 ㎥/分×45kW（H10） 

３号 φ300×130ｍ：φ125×2.1 ㎥/分×30kW（H7） 

４号 φ300×130ｍ：φ125×2.1 ㎥/分×30kW（H3） 

５号 φ300×150ｍ：φ125×2.1 ㎥/分×37kW（S54） 

６号 φ300×150ｍ：φ125×2.1 ㎥/分×37kW（H5） 

１０号 φ450×150ｍ：φ150×4.2 ㎥/分×55kW（H 元） 

１１号 φ500×150ｍ：φ200×5.0 ㎥/分×90kW（H19） 

次亜塩素酸ソーダ圧力注入 4.2L/hr×5kg/c ㎡ ２台 

№１配水池 HWL=5.80ｍ、LWL=0.80ｍ、V=1,400 ㎥ 

№２配水池 HWL=6.90ｍ、LWL=3.85ｍ、V=3,000 ㎥ 

№３配水池 HWL=6.90ｍ、LWL=3.85ｍ、V=3,000 ㎥ 

配水ポンプ４台 

 両吸込渦巻ポンプ φ300×φ200×10.4 ㎥/分×110 kW 

 １～３号（H元） 

 ４号  （H11） 

750KVA 

千代野配水場 

 取水施設 

 

 

 滅菌施設 

 配水池 

 配水ポンプ 

地下水を配水 

７号 φ300×130ｍ：φ125×1.74 ㎥/分×26kW（H21） 

８号 φ450×130ｍ：φ125×1.74 ㎥/分×26kW（S52） 

９号 φ300×130ｍ：φ125×1.74 ㎥/分×30kW（H22） 

次亜塩素酸ソーダ圧力注入 4.2L/hr×5kg/c ㎡ ２台 

HWL=5.92ｍ、LWL=1.04ｍ、V=1,800 ㎥ 

配水ポンプ４台 

 φ200×φ150×2.7 ㎥/分×37 kW 

 １～３号（S52） 

 ４号  （H12） 

 



 

 

（２）美川給水区 

 

施 設 項 目 内 容 

取水施設 

 

 

 

 

滅菌施設 

配水施設 

 

 

 

 

自家発電機 

地下水を配水 

１号 φ400× 100ｍ φ150× 3.55 ㎥/分×38ｍ×37kW 

２号 φ400× 60ｍ φ150× 2.5 ㎥/分×35ｍ×22kW 

３号 φ300× 70ｍ φ125× 1.58 ㎥/分×24ｍ×22kW 

４号 φ300× 70ｍ φ125× 1.58 ㎥/分×24ｍ×22kW 

６台 

ＰＣ配水池 V= 1,526 ㎥ φ18ｍ×H6.0ｍ 

 V= 1,172 ㎥ φ15ｍ×H6.9ｍ 

ステンレス配水池 V= 864 ㎥ 12ｍ×12ｍ×H6.0ｍ 

配水ポンプ φ150× 4.0 ㎥/分 ×40ｍ× 37 kW ×2 台 

 φ100× 1.00 ㎥/分 ×40ｍ× 15 kW ×2 台 

 φ100× 1.22 ㎥/分 ×40ｍ× 18.5 kW ×3 台 

150KVA １台、380KVA １台 

 



 

 

（３）鶴来給水区 

 

施 設 項 目 内 容 

取水施設 

地下水を配水 

４号水源井 φ350 * 75m φ125 * 1.4 ㎥/分*12/19m*11 kW 

５号水源井 φ350 * 100m φ125 * 1.4 ㎥/分*14/17m*15 kW 

７号水源井 φ350 * 100m φ125 * 1.74 ㎥/分*10/30m*22 kW 

８号水源井 φ350 * 100m φ125 * 1.74 ㎥/分*10/30m*22 kW 

滅菌施設 
明島ポンプ場 30ml/分*1.0Ｍpa*0.015 kW ２台 

行町ポンプ場 30ml/分*1.0Ｍpa*0.015 kW ２台 

自家発電機 

中区第１配水池 ディーゼル 75KVA １基 

明島ポンプ場 ディーゼル 115KVA １基 

中区中継槽 ディーゼル 45KVA １基 

坂尻配水池 ディーゼル  6KVA １基（可搬式） 

県水受水施設 
一の宮供給点 中区第１配水池 

坂尻供給点 坂尻配水池（350mm 受水送水管） 

送水施設 

（ポンプ送水） 

【中区第１配水池】 

①Ａ高区配水池へ（潜水型） φ65*0.47 ㎥/分*77m*15 kW*2 台 

②Ｂ高区第１配水池へ（潜水型）φ80*0.62 ㎥/分*42m*11 kW*2 台 

【明島ポンプ場】 

①中区中継槽へ（横型タービン） 

φ100*φ80*1.79 ㎥/分*35m*18.5 kW*2 台 

【中区中継槽】 RC 池  V=416 ㎥ W4.0m*L13.0m*H4.0m*2 池 

①中区第２配水池へ（横型タービン） 

   φ100*φ80*1.79 ㎥/分*40m*18.5kW*2 台 

配水施設 
 

※高区・中区に

ついては自然

流下にて配

水。 

低区について

は自然流下＋

配水ポンプに

て配水。 

【高区】 

Ａ高区配水池   RC 池 V=440 ㎥ W4.0m*L15.71m*H3.5m*2 池 

Ｂ高区第１配水池 RC 池 V=300 ㎥ W3.0m*L12.0m*H2.5m*2 池 

    第２配水池 RC 池 V=700 ㎥ W4.0m*L12.4m*H3.5m*2 池 

【中区】 

中区第１配水池 RC 池 V=1,000 ㎥ W5.6m*L5.6m*H4.0m*8 池 

   第２配水池 RC 池 V=541.8 ㎥ W3.5m*L17.2m*H3.0m*3 池 

【低区】 

坂尻配水池  RC 池 

V=2,300 ㎥ W6.0m*L12.2m*H4.9m*4 池＋W6.0m*L23.65m*H6.2m 

行町ポンプ場 RC 池   V=900 ㎥ W5.3m*L5.3m*H4.0m*8 池 

  配水ポンプ（潜水型） 

 φ125*1.74 ㎥/分*60m*30 kW*2 台 

明島ポンプ場    V=530 ㎥ φ11.8m*H4.0m*2 池 

  配水ポンプ（横型タービン） 

   φ80*φ65*1.1 ㎥/分*32m*11kW*2 台 

 



 

 

簡易水道事業 

 

（１）松任地域 

施 設 項 目 内 容 

みずほ配水場 

取水施設 

滅菌施設 

配水池 

配水ポンプ 

地下水を配水 

１号 φ250×105ｍ（H16） 

２台 

HWL=5.70ｍ、LWL=1.20ｍ、V=450 ㎥ 

配水ポンプ２台 

φ80×1.198 ㎥/分×11kW（H15） 

山島台配水場 

配水池 

配水ポンプ 

 

県水受水施設 

HWL=2.80ｍ、LWL=1.80ｍ、V=600ｍ3 

配水ポンプ２台 

１号 φ125×φ80×1.92 ㎥/分×18.5kW（H15） 

２号 φ125×φ80×1.92 ㎥/分×18.5kW（H15） 

笠間配水場 

取水施設 

 

滅菌施設 

配水池 

配水ポンプ 

地下水を配水 

３号 φ350×120ｍ（H5） 

４号 φ350×120ｍ（H11） 

２台 

HWL=2.5ｍ、LWL=0.40ｍ、V=210ｍ3 

配水ポンプ３台 

１号 φ80×0.83 ㎥/分×11kW（H5） 

２号 φ80×0.83 ㎥/分×11kW（H5） 

３号 φ80×0.83 ㎥/分×11kW（H5） 

加賀野配水場 

取水施設 

 

滅菌施設 

配水池 

 

配水ポンプ 

地下水を配水 

１号 φ350×120ｍ（H元） 

２号 φ200×112ｍ（H22） 

２台 

HWL=3.10ｍ、LWL=1.34ｍ、V=526 ㎥ 

№１配水池 316 ㎥、№２配水池 210 ㎥ 

配水ポンプ３台 

１号 φ80×1.24 ㎥/分×2P×11kW（H10） 

２号 φ80×1.24 ㎥/分×2P×11kW（H10） 

３号 φ80×1.24 ㎥/分×2P×11kW（H10） 

 



 

 

（２）河内地域 

施 設 項 目 内 容 

河内簡易水道 

地下水・湧水

を配水 

取水施設 φ300×120ｍ φ80×0.40 ㎥/分×5.5 kW×1 

福岡 配水施設 φ65×0.51 ㎥/分×3.7kW×2台 

配水池  １池 63.75 ㎥ 

滅菌施設 可変流量型 １台 

江津 配水施設 φ50×0.19 ㎥/分×5.5 kW×１台 

配水池  １池 131.4 ㎥ 

滅菌施設 可変流量型 １台 

吉岡 配水池  １池 46.25 ㎥ 

滅菌施設 可変流量型 １台 

直海谷簡易水道 

伏流水を配水 

久保 取水施設 φ400×10ｍ φ40×0.033 ㎥/分×1.5 kW×1 

配水施設 φ40×0.033 ㎥/分×1.5kw×1 台 

配水池  １池 76.56 ㎥ 

滅菌施設 可変流量型 １台 

 



 

 

（３）吉野谷地域 

施 設 項 目 内 容 

市原簡易水道 

表流水・湧水

を配水 

広域 

配水施設 自然流下式 

配水池 １池 63 ㎥ 

下吉野 

配水施設 自然流下式 

配水池 ３池 315 ㎥ 

滅菌施設 塩減注入Ｐ点滴式 ２台 

味智の里 

配水施設 自然流下式 

配水池 １池 100 ㎥ 

滅菌施設 経由併用   

上吉野 

配水施設 自然流下式 

配水池 ２池 180 ㎥ 

滅菌施設 塩減注入Ｐ点滴式 ２台 

佐良 

配水施設 自然流下式 

配水池 ２池 165 ㎥ 

滅菌施設 塩減注入Ｐ点滴式 ２台 

健康福祉ゾーン 

配水施設 自然流下式 

配水池 １池 133 ㎥ 

菌施設 経由併用 

瀬波・市原 

配水施設 自然流下式 

配水池 ５池 360 ㎥ 

滅菌施設 塩減注入Ｐ点滴式 ４台 

木滑 

配水施設 φ32×0.035 ㎥/分×1.5 kW×２台 

配水池 ２池 137 ㎥ 

滅菌施設 塩減注入Ｐ点滴式 ２台＋２台（予備） 

中宮簡易水道 

湧水・表流水

を配水 

配水施設 φ150×0.1 ㎥/分×2.2 kW×２台 

配水池 １池 100 ㎥、１池 126 ㎥ 

滅菌施設 塩減注入Ｐ点滴式 ２台 

 

配水施設 自然流下式 

配水池 １池 135 ㎥ 

滅菌施設 塩減注入Ｐ点滴式 ２台 

 



 

 

（４）鳥越地域 

施 設 項 目 内 容 

下野簡易水道 

 地下水を配水 

取水井 φ250×15ｍ φ32×0.02 ㎥/分×0.75 kW×1 台 

取水施設 φ40×0.10 ㎥/分×2.2 kW×２台 

配水池 １池 30 ㎥ 

滅菌施設 流量比例注入Ｐ ２台 

三坂簡易水道 

 地下水を配水 

取水井 φ350×10.3ｍ φ50×0.125 ㎥/分×1.5 kW×1台 

取水施設 φ50×0.125 ㎥/分×7.5 kW×2 台 

配水池 １池 21.8 ㎥ 

滅菌施設 流量比例注入Ｐ ２台 

杉森簡易水道 

 湧水を配水 

配水施設 自然流下式 

配水地 １池 30.6 ㎥ 

滅菌施設 流量比例注入Ｐ ２台 

神子清水簡易水

道 

 湧水を配水 

取水井 φ1400×3ｍ φ25×0.03 ㎥/分×0.4 kW×1 台 

取水施設 φ50×0.36 ㎥/分×2.2 kW×1 台 

配水施設 自然流下式 

配水地 １池 62.5 ㎥ 

滅菌施設 流量比例注入Ｐ ２台 

左礫簡易水道 

 湧水を配水 

配水施設 自然流下式 

配水地 １池 28 ㎥ 

滅菌施設 流量比例注入Ｐ ２台 

阿手簡易水道 

 表流水を配水 

配水施設 自然流下式 

配水地 １池 41.3 ㎥ 

相滝簡易水道 

 湧水を配水 

配水施設 自然流下式 

配水地 １池 38.2 ㎥ 

滅菌施設 流量比例注入Ｐ ２台 

 



 

 

 

施 設 項 目 内 容 

吉原簡易水道 

地下水・湧水

を配水 

下吉谷 

取水井 φ350×15ｍ φ40×0.085 ㎥/分×2.2kW×1 台 

取水施設 自然流下式 

配水池 １池 87.4 ㎥ 

滅菌施設 流量比例注入Ｐ ２台 

 

上吉谷 

配水施設 自然流下式 

配水地 １池 46.8 ㎥ 

滅菌施設 流量比例注入Ｐ ２台 

 

西佐良 

取水井 φ40×0.24 ㎥/分×3.7kW×2 台 

配水施設 自然流下式 

配水池 １池 29.7 ㎥ 

滅菌施設 流量比例注入Ｐ ２台 

 

三ツ屋野 

取水井 φ350×36ｍ φ40×0.18 ㎥/分×3.7kW×1 台 

配水施設 自然流下式 

配水池 １池 118.4 ㎥ 

紫外線消毒設備 

滅菌施設 流量比例注入Ｐ ２台 

河原山簡易水道 

 湧水を配水 

配水施設 自然流下式 

配水池 １池 44.9 ㎥ 

滅菌施設 流量比例注入Ｐ ２台 

城山簡易水道 

 伏流水を配水 

第 1配水池 １池 578 ㎥ 

滅菌施設 流量比例注入Ｐ ２台 

第２配水池 １池 148.2 ㎥ 

滅菌施設 流量比例注入Ｐ ２台 

第３配水池 １池 168 ㎥ 

広瀬配水池 １池 35.7 ㎥ 

配水ポンプ φ50×0.25 ㎥/分×7.5 kW×１台 

 



 

 

（５）尾口地域 

施 設 項 目 内 容 

瀬女簡易水道 

 表流水を配水 

女原 

配水施設 自然流下式 

配水池 ２池 780 ㎥ 

滅菌施設 塩減注入Ｐ点滴式 ２台 

瀬戸 

配水施設 自然流下式 

配水池 ２池 348 ㎥ 

滅菌施設 塩減注入Ｐ点滴式 ２台 

一里野簡易水道 

 表流水を配水 

配水施設 自然流下式 

配水池 ４池 416 ㎥ 

滅菌施設 塩減注入Ｐ点滴式 ４台 

（６）白峰地域 

施 設 項 目 内 容 

白峰簡易水道 

 表流水を配水 

白峰浄水場 

配水施設 自然流下式 

配水池 ４池 540 ㎥ 

滅菌施設 塩減注入Ｐ圧力式 １台 

桑島浄水場 

配水施設 自然流下式 

配水池 ２池 201.6 ㎥ 

滅菌施設 塩減注入Ｐ圧力式 １台 



 

 

４．定期の水質検査（検査地点、検査項目、検査回数、検査省略項目） 

（１）検査地点 

ア．原水 

上水道事業 

水 道 施 設 配 水 場 等 箇所 備 考 

松任給水区 松任上水道センター 

千代野配水場 

７ 

３ 

第１～４号井、６・１０・１１号井 

第７～９号井 

美川給水区 美川水道管理ｾﾝﾀｰ 

湊水道配水場 

２ 

２ 

第１・２号井 

第３・４号井 

鶴来給水区 明島ポンプ場 

行町ポンプ場 

２ 

２ 

第４・５号井 

第７・８号井 

 

簡易水道事業 

松任地域 加賀野配水場 

笠間配水場 

みずほ配水場 

２ 

２ 

１ 

第１・２号井 

第３・４号井 

第１号井 

河内地域 河内簡易水道 

直海谷簡易水道 

３ 

２ 

河内町福岡、河内町ふじが丘 

河内町吹上、河内町久保 

吉野谷地域 市原簡易水道 

中宮簡易水道 

２ 

１ 

下吉野、瀬波 

中宮 

鳥越地域 下野簡易水道 

三坂簡易水道 

杉森簡易水道 

神子清水簡易水道 

左礫簡易水道 

相滝簡易水道 

吉原簡易水道 

 

河原山簡易水道 

城山簡易水道 

１ 

１ 

１ 

２ 

１ 

２ 

４ 

 

１ 

１ 

下野町 

三坂町 

杉森町 

神子清水町 

左礫町 

相滝町 

下吉谷町、上吉谷町、西佐良町 

三ツ屋野町 

河原山町 

野地町 

尾口地域 瀬女簡易水道 

一里野簡易水道 

４ 

１ 

女原、瀬戸 

尾添 

白峰地域 白峰簡易水道 ２ 白峰、桑島 

 



 

 

イ．浄水 

上水道事業 

水 道 施 設 配 水 場 等 箇所 備 考 

松任給水区 中央配水区 

千代野配水区 

１ 

１ 

 

美川給水区 美川・蝶屋配水区 

湊配水区 

１ 

１ 

 

鶴来給水区 Ａ高区配水区 

Ｂ高区配水区 

中区配水区 

低区配水区 

１ 

１ 

１ 

２ 

 

簡易水道事業 

松任地域 加賀野配水区 

笠間配水区 

山島台配水区 

みずほ配水区 

１ 

１ 

１ 

１ 

 

河内地域 河内簡易水道 

直海谷簡易水道 

３ 

２ 

 

吉野谷地域 市原簡易水道 

中宮簡易水道 

２ 

１ 

 

 

鳥越地域 下野簡易水道 

三坂簡易水道 

杉森簡易水道 

神子清水簡易水道 

左礫簡易水道 

相滝簡易水道 

吉原簡易水道 

河原山簡易水道 

城山簡易水道 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

２ 

１ 

１ 

 

尾口地域 瀬女簡易水道 

一里野簡易水道 

２ 

１ 

 

白峰地域 白峰簡易水道 ２  

 

（２）水質基準項目及び検査回数 

別表１のとおりとする。 

（３）水質管理目標設定項目及び検査回数 

別表２－１，２のとおりとする。 

（４）その他項目（独自項目）及び検査回数 

別表３のとおりとする。 



 

 

５．臨時の水質検査 

次に掲げる事態が生じたときは、速やかに臨時の水質検査を行う。 

なお、臨時の水質検査は、水質基準項目を主体とするほか、その異常事態に想定される項目に

ついて、その事態が終息し、供給水の安全性が確認されるまで行う。 

ア 水源の水質が著しく悪化したとき 

（例：色、濁りの上昇やプランクトンの大量発生等） 

イ 水源に異常があったとき 

（例：魚類等生物が多量斃死し浮上、原因不明の色、濁りの発生、異臭の発生等） 

ウ 水源付近、供給区域及びその周辺において消化器系感染症が流行しているとき 

エ 浄水処理過程において異常があったとき 

オ 送水管の大規模な工事、その他水道施設（供給水）が著しく汚染されたおそれがあるとき 

カ 水道水の水質検査において、水質基準値あるいは水質管理目標設定項目の目標値を超過し、

人の健康に影響あるいは水道水の利用に支障があると判断されたとき 

 

６．水質検査方法 

（１）試験方法 

水質試験（検査）方法は、次に記載されている方法により行う。 

・水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法 

（厚生労働省告示第２６１号） 

・水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理にお

ける留意事項について 

（厚生労働省建設局水道課長通知、平成１５年１０月１０日付け健水発第 1010001 号、

水質管理目標設定項目の検査方法） 

・上水試験方法（日本水道協会編） 

（２）試験実施主体 

水道法第２０条規定による厚生労働大臣登録の検査機関に委託して行う。 

 

７．水質検査計画及び検査結果の情報提供 

（１）水質検査計画 

水質検査計画は、毎事業年度の開始前に策定する。 

また、白山市のホームページに掲載して公表する。 

（２）水質検査結果 

水質検査計画に基づいて実施した供給水（浄水）の水質検査結果については、白山市のホ

ームページに掲載して公表する。 

 



 

 

８．水質検査結果の評価と対応 

水質検査結果の評価は、検査毎に行い、その検査結果が基準値を超えている場合には、直ちに

原因究明を行い、基準を満たす水質を保持するために必要の対策を講じる。 

また、実施した検査結果の評価によって、水質検査実施の見直しが必要と認められる場合は、

次年度の水質検査計画の策定にあたって必要な見直しを行う。 

なお、検査結果に異常が認められた場合は、原則として、再検査を行うものとする。 

 

９．関係者との連携 

（１）水源における水質汚染事故等 

関係機関と連携を図り水質汚染事故の原因究明にあたるほか、必要に応じて浄水場での適

正な処理を実施することにより安全な水道水の供給に努める。 

（２）供給水が原因となる水質汚染事故時 

関係機関と連絡を図り、供給水による健康影響の発生予防や拡大防止を図るなど、必要な

健康危機管理対策や処置を講じる。 


